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○日時 令和５年６月15日   午前10時04分開会

○場所 議場

○議件

１．議案第１号 令和５年度網走市一般会計補正

予算中、所管分

２．議案第３号 網走市税条例の一部を改正する

条例制定について

３．議案第５号 エコーセンター舞台照明設備改

修工事請負契約の締結について

４．議案第６号 財産の取得について

５．議案第７号 辺地の係る公共的施設の総合整

備計画の変更について

６．議案第８号 辺地の係る公共的施設の総合整

備計画の策定について

７．請願第１号 2024年度地方財政の充実・強化

を求める意見書提出についての

請願

８．請願第２号 2023年度北海道最低賃金改正等

に関する意見書提出について

９．請願第５号 あばしりまちづくり条例の制定

を求める請願

10．陳情第１号 国に対し、適格請求書等保存方

式（インボイス制度）の見直し

を求める陳情

11. 農作物の作況調査の実施について

12. 行政視察について

─────────────────────

○出席委員（７名）

委 員 長    井 戸 達 也

委 員    小田部  照

            澤 谷 淳 子

            立 崎 聡 一

            深 津 晴 江

            松 浦 敏 司

            山 田 庫司郎

───────────────────────

○欠席委員（１名）  

副 委 員 長    石 垣 直 樹

───────────────────────

○議 長    平 賀 貴 幸

───────────────────────

○委員外議員（１名）  金 兵 智 則

───────────────────────

○傍聴議員（６名）   栗 田 政 男

            里 見 哲 也

            永 本 浩 子

            古 田 純 也

            古 都 宣 裕

            村 椿 敏 章

───────────────────────

○説明者

副 市 長    後 藤 利 博

企画総務部長    秋 葉 孝 博

農林水産部長    川 合 正 人

観光商工部長    伊 倉 直 樹

建設港湾部長    立 花   学

新庁舎開設準備室長     武 田 浩 一

  新庁舎開設準備室次長     小 松 広 典

企画調整課長    佐々木   司

財 政 課 長    古 田 孝 仁

税 務 課 長    稲 垣 一 寿

農 林 課 長    佐 藤 岳 郎

農林水産部参事    江 口 優 一

観 光 課 長    井 上 博 登

商工労働課長  中 村 幸 平

観光商工部参事    田 端 光 雄

観光商工部参事   野 口 公 希

建 築 課 長    小 原   功

都市整備課長    村 上 雅 彦

新庁舎開設準備室参事    大 嶋 尚 士

新庁舎開設準備室参事    遠 藤 崇 哲

新庁舎開設準備室参事    高 橋   剛

新庁舎開設準備室参事    日 野 智 康

新庁舎開設準備室参事    山 縣 叔 彦

○事務局職員

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏

次 長    石 井 公 晶

総 務 議 事 係    山 口   諒

                        

午前10時04分開会

○井戸達也委員長 ただいまから、総務経済委員会

令和５年 網走市議会

総 務 経 済 委 員 会 会 議 録

令和５年６月15日（木曜日）
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を開会します。

本日の委員会では、付託されました議案６件、請

願３件、陳情１件について審査します。

本日の進行ですが、まず、企画総務部、農林水産

部関係分の議案について審査後、理事者を入替えし

ます。

その後、観光商工部、建設港湾部、新庁舎開設準

備室関係分の議案について、理事者入替えをしなが

ら、順次審査します。

議案審査終了後、理事者を入替え、付託されまし

た請願等の審査を行います。

請願等の審査が終わりましたら、作況調査と行政

視察について協議いたします。

それでは、まず初めに議案第３号網走市税条例の

一部を改正する条例制定について説明を求めます。

○稲垣一寿税務課長 議案第３号網走市税条例の一

部を改正する条例制定について御説明を申し上げま

す。議案資料28ページ、資料３号を御覧願います。

１．趣旨でございますが、地方税法等の一部改正

に伴い、当該条例の関係部分について所要の改正を

行うものでございます。

２．内容でございますが、１点目は個人市民税に

係る森林環境税の導入に伴う取扱いの規定で令和６

年度より、個人住民税の均等割に併せて、森林環境

税の賦課徴収が開始されることから個人住民税の取

扱規程に森林環境税についての規定を加えるもので

ございます。

これにつきましては、ここに記載の７項目につい

て、現状の市民税道民税の取扱いと同様に森林環境

税についても、取り扱うことができるよう改正する

ものでございます。

２点目は、個人市民税に係る扶養親族等申告書の

記載の簡素化の規定で、年末調整の際に提出する給

与所得の扶養親族等申告書について前年の申告内容

と異動がない場合には、記載すべき扶養親族等の事

項に加えて異動がない旨を記載しての提出が可能と

なるものでございます。

３点目は、軽自動車税に係る種別割の税率変更の

規定で令和５年７月１日の道路交通法改正により、

いわゆる電動キックボード、これで一定の要件を満

たすものが特定小型原動機付自転車として新たに区

分されることに伴い、軽自動車税の種別割の登録日

についても、三輪以上の電動キックボードは、従

前、ミニカーとしての原動機付自転車区分でした

が、一般の原動機付自転車区分の税率に変更となる

ものでございます。

これによりまして、二輪のものは一般の原動機付

自転車、三輪以上のものはミニカーの原動機付自転

車として、現在は二つの区分となっている電動キッ

クボードにつきまして、一般の原動機付自転車とし

ての一つの区分に統一されるものでございます。

４点目は、固定資産税に係るマンションの長寿命

化に対する特例措置の創設で区分所有のマンション

において、長寿命化に該当する大規模修繕工事を行

った場合の家屋に係る課税標準の減額の割合につい

て国の参酌基準に準じて、わがまち特例により３分

の１とするものでございます。

５点目は、軽自動車税に係る環境性能割種別割の

賦課徴収の特例の規定で車両メーカーによる燃費排

ガス試験不正に対する税制上の再発抑止策として、

不正により生じた優遇減税額分をメーカーに負担さ

せる際の追徴課税の割合を10％から35％に引き上げ

るものでございます。

６点目は、地方税法等の改正に伴い、関係する市

民税についての文言等の整理を行うものでございま

す。

３．施行期日等につきましては記載のとおりでご

ざいます。

また、新旧対照表につきましては30ページから37

ページに記載しております。

説明は以上でございます。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○深津晴江委員 御質問をさせていただきます。

今御説明いただいたところなんですが、内容の特

に１番について、市民にとっての影響を具体的に教

えていただきたいと思います。

○稲垣一寿税務課長 １点目の森林環境税でござい

ますが、これにつきましては、個人住民税の均等割

が課税される方を対象として国税として１人年額

1,000円となります。

これにつきましては、現在、東日本大震災を受け

て制定された復興特別税、これが平成26年度から令

和５年度までの10年間、市民税道民税の均等割にそ

れぞれ500円ずつが加算されております。

これが令和５年度で終了して、この復興特別税に

変わって、令和６年度から森林環境税1,000円が変

わって賦課徴収となりますため、個人住民税の負担

額に変更、影響はございません。

すみません、失礼しました。市民税道民税均等割
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にそれぞれ500円、合計1,000円が今、復興特別税と

して加算されております。

○深津晴江委員 はい、わかりました。

ありがとうございます。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○澤谷淳子委員 先ほど、電動キックボードが今ま

で一般の原付とミニカーの三輪のほうはミニカーっ

てことでそれがどちらも原付のやつになるというこ

とですよね。

○稲垣一寿税務課長 はい、おっしゃるとおりでご

ざいます。

○澤谷淳子委員 そうすると、電動キックボードを

網走で見たことはないんですけれども、一応自賠責

も入ってステッカーも貼ってナンバーが交付される

ということですか。

○稲垣一寿税務課長 はい、現在でもですね、もし

登録されればですね、一般の原付と同じようにナン

バーを付けて自賠責に加入していただいてというこ

とになります。

今回ですね、電動キックボードが先ほどの委員お

っしゃられたように網走にあるかどうかちょっとわ

からないのですが、一応、特定小型原動機付自転車

という新しい区分ができたものですから、ナンバー

プレートにつきましても、従来の原動機付自転車よ

り若干小さめなプレートということで予定しており

ます。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○松浦敏司委員 長寿命化に資する大規模修繕工事

を行ったマンションに係る固定資産税の課税標準の

割合ということでありますが、現時点で網走にも、

たしかあるなというふうに思うんですが、この辺、

現時点での状況、それから減額するということなの

でいいことではあると思うんですが、その辺ちょっ

と説明していただきたいと思います。

○稲垣一寿税務課長 ただいまのですね、長寿命化

マンションに対する固定資産税の減額でございます

が、区分所有のマンションが対象ということで、現

在、網走に１棟ございます。

ただし、今回のこの減税のですね、要件として、

建築後20年以上で10戸以上、過去に長寿命化工事を

１回以上実施している、長寿命化工事の実施に必要

な積立金を確保している等の要件がございまして、

現在、市内にある対象の１件のマンションにつきま

しては、築20年に満たないものですから、今回のこ

の特例は対象となりません。ということなので、網

走市の税額には影響はございません。

○松浦敏司委員 わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第３号網走市税条例の一部を改正する条例制

定については、全会一致により原案可決すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

そのように決定をいたしました。

○井戸達也委員長 次に、議案第６号財産の取得に

ついて説明を求めます。

○古田孝仁財政課長 議案第６号及び議案資料の42

ページ、資料６号を御覧ください。

議案第６号財産の取得について御説明申し上げま

す。今回、取得する財産は、財務会計システム一式

でございます。

１．取得理由は、前回更新から保守期間が終了し

たため更新を行うものでございます。

２．更新する財産の概要ですが、財務会計システ

ムＦＡＳＴの一式でございまして、具体的にはサー

バー本体の更新、インボイス制度対応機能及び電子

決裁機能の追加でございます。

３．取得の相手方は、北海道市町村備荒資金組合

です。

４．取得方法は、市が取得する財産の選定、入札

などの購入事務を行い、その後、北海道市町村備荒

資金組合が購入先と売買契約を締結し、購入した財

産を市へ譲渡する流れでございます。

５．取得金額は2,999万7,000円でございます。こ

れに、金利を加算した額を５年間で分割払いするこ

とになります。

６．納入期限は、令和６年３月29日でございま

す。

財産の購入先は７．その他に記載のとおりでござ

います。

説明は以上です。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○松浦敏司委員 確認といいますか、いわゆるこの

種の手法といいますか、備荒資金組合を通じて、こ

ういった買物をするといいますか、こういう手法を

取ることによる行政にとっての利点といいますか、

どんなものがあるのかなと、あえてこういう手法を
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取る、そういう理由について伺います。

○古田孝仁財政課長 簡単に言えば、リース方式み

たいな分割払いの方式でございますので、単年度に

財政需要が大きくならないというのが最大のメリッ

トでございます。

ただ、購入するものがこういう機材でございます

ので、５年が上限となっておりますが、それでも大

きな財政負担が単年度に集中しないような形での運

用というのがメリットと捉えて活用をしているとこ

ろでございます。

○松浦敏司委員 わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 １点だけ確認させていただきた

いんですが、これは、譲渡を受けて５年で払ってい

くという内容の説明です。

単純ですが、これは債務負担行為を起こさなくて

も大丈夫なんですか、これは。

○古田孝仁財政課長 債務負担行為につきましては

当初予算の段階で計上のほうはさせていただいてお

りまして、今回は、2,000万を超える財産の取得と

いうことになりますので、議決を求めるものでござ

います。

○山田庫司郎委員 いや、すいません、認識不足

で。当初予算で債務負担。

申し訳ありません。理解しました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第６号財産の取得については、全会一致によ

り原案可決すべきものとして決定してよろしいでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定いたしました。

○井戸達也委員長 次に、議案第７号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の変更について、議案第８

号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて、関連しておりますので一括して説明を求めま

す。

○古田孝仁財政課長 議案第７号及び議案資料の43

ページ、資料７号を御覧ください。

議案第７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について御説明申し上げます。

まず、目的でございますが、辺地に係る公共的施

設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第３条第８項の規定に基づき、令和２年度に策

定した計画に新たな事業を追加する変更をしようと

するものでございます。

２．総合整備計画の概要でございますが、計画期

間は全て令和２年度から６年度までで、計画変更す

る内容は、今年度行いますスクールバスの更新事業

を追加するものでございます。

変更となる辺地と追加額は、中園と字昭和と東網

走地区で構成する中和東辺地で226万円、山里辺地

で684万円、稲富辺地で310万円でございます。

各辺地の事業費はスクールバスに乗車予定の生

徒・児童の人数で、総事業費は案分し算出している

ところでございます。

続きまして、議案第８号及び議案資料の44ペー

ジ、資料８号を御覧ください。議案第８号辺地に係

る公共的施設の総合整備計画の策定について御説明

申し上げます。

まず、１．目的でございますが、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律第３条第１項の規定に基づき、新たな総合

整備計画を策定するものでございます。

２．総合整備計画の概要でございますが、計画期

間は、令和５年度から９年度までの５年間でござい

ます。

策定する計画の内容は、一つ目が能取と平和地区

で構成する能平辺地、平和停車場線、西能取南線、

中能取線の三つの道路を整備しようとするもので、

事業費は7,200万円でございます。

２つ目は、卯原内と藻琴の教職員住宅の改修に係

るもので令和４年度で計画期間が満了となった三つ

の辺地について改めて計画を策定するものでござい

ます。

策定する辺地と額は、卯原内の教職員住宅分で能

平辺地で110万円、嘉多山と越歳地区で構成する嘉

越辺地で320万円、藻琴の教職員住宅分で、浦士別

辺地で70万円でございます。

各辺地の事業費は、対象の教職員住宅に居住する

教員が勤める学校に通学する児童・生徒数で総事業

費は案分し算出しております。

議案第７号及び議案第８号両方に係るものでござ

いますが、本計画につきましては、北海道知事との

協議が整っておりますので、今回御審議の上、議決

を頂きました後に総務大臣に提出することとなりま

す。

このことによりまして、財政上有利な辺地債の発
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行が可能となり、元利償還金の80％が後の地方交付

税に算入されることになります。

説明は以上でございます。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について、議案第８号辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の策定については、全会一致により

原案可決すべきものと決定してよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定しました。

○井戸達也委員長 次に、議案第１号令和５年度網

走市一般会計補正予算中、所管分、畑作振興対策事

業、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除事業

について説明を求めます。

○佐藤岳郎農林課長 それでは議案資料１号、６ペ

ージを御覧願います。

令和５年度一般会計農業振興費、ジャガイモシロ

シストセンチュウ緊急防除事業の補正予算について

御説明をいたします。

１．補正の理由及び内容につきましては、ジャガ

イモシロシストセンチュウの緊急防除作業を実施し

た圃場の耕作者に防除協力金を支払うために次の経

費を追加補正するもので、本年度、当初予算におい

てですね、対抗植物の植栽による防除を行う耕作者

の14圃場51.78ヘクタールに対し、防除協力金の支

払いを計上しておりましたが、今回、新たな対抗植

物ＫＧＭ201による防除を１圃場２ヘクタール、追

加で行うこととなったため報償費123万2,000円を追

加補正するものです。

２の補正額につきましては、（１）歳出予算は、

補正前の額が3,395万7,000円、補正額123万2,000円

で、財源は全額が道補助金で補正後の額を3,518万

9,000円とするものです。

（２）歳入予算の道支出金については、補正前の

額3,383万7,000円、補正額が123万2,000円で補正後

の額が3,506万9,000円でございます。

説明については以上で終わります。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○松浦敏司委員 今、新たな対抗植物といいます

か、新たなものということでＫＧＭというお話があ

ったんですが、このＫＧＭについて私にわかるよう

に説明していただきたいと思います。

○佐藤岳郎農林課長 今回、追加されましたＫＧＭ

201という対抗植物ですけれども、今まではポテモ

ンというですね、雪印種苗の開発した対抗植物とい

うものを使っておりましたけれども、今回、カゴメ

が開発した品種になっておりましてこの特徴といた

しましては、まずポテモン、今まで一種類でしたの

で当然、もう一つ種類が増えるということで種子の

調達のリスク、外国から輸入してきているものとか

もありますので、そういったリスクを分散するとい

うこと、それからあと、同じ品種を使っています

と、やはり抵抗性を打破するＧｐというものが出て

くるリスクが高いということもありますので、それ

のリスクを低減するということ。それからあと、こ

の品種ですね、試験の結果によりますと疫病性が非

常に強い、病害虫に強いと、Ｇｐじゃなくてほかの

疫病に強いという特徴を持っておりますのでこれら

のメリットを生かして、このポテモンと併用してで

すね、防除を行っていきたいという考えになりま

す。

○松浦敏司委員 そういう意味では、非常に期待で

きるのかなというふうにも思います。

それで、ついでに聞きたいんですけれども今年に

入って新たなそのシロシストセンチュウが、感染が

広がったっていうところはあるんでしょうか。

○佐藤岳郎農林課長 令和４年度でですね、確認を

された新たなＧｐの圃場、これ種芋の検査において

確認がされたということなんですけれども、それの

関連圃場等についてですね、現在、各圃検診におい

てですね、Ｇｐの有無について調査をしているとこ

ろでございます。

○松浦敏司委員 そういう意味では新たな圃場で広

がりというのは今のところないというふうに確認し

ていいんでしょうか。昨年以降という点では。

○佐藤岳郎農林課長 昨年、１圃場以降は確認され

ておりません。

○松浦敏司委員 わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 今、松浦委員は、新たな発生が

なかったのかという確認ですけれども、緊急防除も

含めてずっとここ３、４年、もうちょっとなるかも

しれませんが、対応してきているのですが、網走市
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のシロシストセンチュウの状況というのは、発生し

た時点からずっとこう比較していく中で、令和４年

度の段階ではどういうふうに評価も含めて実態を把

握しているのか御答弁いただきたいと思います。

○佐藤岳郎農林課長 今までのということでござい

ますけれども、今までですね、220圃場ですか、

911.48ヘクタールと押さえておりますけれども、こ

ちらで発生が確認をされておりまして、その後です

ね、令和４年度まで検出限界以下になった圃場がで

すね、202圃場831.15ヘクタールですね、これ率で

いきますとともに90％を超えているというところに

なっておりまして、また単年度のですね、防除、今

年、令和５年度でいいますと15圃場で行いますけれ

ども、これ令和４年度までの実績もですね、70％か

ら80％と非常に高い防除効果の率を示しております

ので、令和７年度までのですね、防除の期間で、こ

れはこの率で計算するとですけれども、無事終える

のかなというふうに見込んでいるところでございま

す。

○山田庫司郎委員 単純に今説明あったように、当

初は220圃場の900ヘクタール以上、こういう形で状

況が発生したわけですが、対策、対応していく中で

今52ヘクタールの15圃場に縮小されてきたという考

え方でいいんですか。

○佐藤岳郎農林課長 令和５年度当初ですね、まだ

検出限界以下になっていない圃場というのが18圃

場、約80ヘクタールですね、79.7ヘクタール残って

いますと。輪作の関係もありますので、今年、令和

５年度に防除する面積というのが15圃場で53.78ヘ

クタールということになっておりますので、単純に

今回、防除効果が100％だとすれば残りというの

は、まだ防除していない面積が３圃場25.92ヘクタ

ールですね、となっているところでございます。

○山田庫司郎委員 相当数減ってきたという認識を

していいんだろうというふうに思います。

ただ、コロナと同等とは言いませんけれども、解

明することが一番いいことですけれども、なお、や

っぱり引き続き、道のほうもそういう考え方がある

んで、道補助が７年までっていうお話ですけれど

も、ぜひしっかりですね、取り組んでいただいて全

くなくなることが理想だと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次に、議案第１号令和５年度網走市一

般会計補正予算中、所管分、畑作振興対策事業、

麦・大豆生産技術向上事業補助金について説明を求

めます。

○佐藤岳郎農林課長 それでは同じく議案資料１

号、７ページを御覧願います。

令和５年度一般会計農業振興費、麦・大豆生産技

術向上事業補助金の補正予算について御説明いたし

ます。

１．補正の理由及び内容につきましては、農業者

団体が行う麦・大豆の生産基盤を強化し、安定供給

体制を推進する取組に支援するため、次の経費を追

加補正するものです。

事業内容についてですけれども、今回はソフト事

業となっておりまして、次の８ページから９ページ

にかけてもですね、事業実施主体別内訳表を御覧い

ただきたいと思いますけれども、表中に記載ありま

すとおり、対象作物は、小麦と小麦の種子、それと

大豆ということで、25の利用組合と１法人が行う排

水対策や土壌検診に基づく土づくり等の営農技術の

導入、それからスマート農業技術の活用により、単

収の増加及び作付面積の拡大の取組に対して合計１

億7,070万4,000円の助成を行うものとなっておりま

す。

２．補正額につきましては、歳出、歳入ともに記

載のとおり、１億7,070万4,000円を補正するもので

ありまして、財源につきましては全額が道補助金で

ございます。

説明については以上になります。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 今までいろいろハードの面も含

めてですね、対応を含めてしていただいているので

すが、今ソフトの面っていうことで説明があったよ

うに、ソフトの面ということで、今回はこれだけの

金額が道の補助含めてですね、対応になるわけです

が、これ地元といいますか、農家の聞き取りをした

上で要望していっているのか、例えば、その聞き取

りの結果が、今回こういう形で成果として現れてき

ているんだと思いますが、達成率という表現がいい

かどうかですが、聞き取った要望含めて大体、今回

これ採択になったのかその辺ちょっとお聞きしたい

と思います。

○佐藤岳郎農林課長 今回のソフト事業ですけれど

も、国のほうのメニューですね、麦・大豆の生産性

を向上するということで、幾つかのメニューに該当
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する内容を行った生産者の方に定額で補助金を支給

するという内容になっておりまして、例えば、排水

対策の技術ということであれば、心土破砕ですと

か、深耕というものを実施した団体に対して、25団

体とかに対象は25団体なんですけれども、25団体に

反当たり2,000円、こういった補助の内容になって

おりまして、農家さんの要望のほうはですね、ＪＡ

のほうがこれを確認しまして、集約をして報告して

おりますのでこの部分を行った事業主体については

全て該当になっているところでございます。

○山田庫司郎委員 本当に要望を全部聞き入れてで

すね、対応していただければ一番いいというふうに

ます。

ただ、ちょっと中身を見て事業内容等も含めてで

すが、作付面積の拡大っていうのはこれ単純にわか

るんですが、単収の増加っていうのがこの事業の内

容になっていまして、これも逆にいうと目的なのか

なと思うんですが、これ結果、なんか監査じゃない

ですけれども、結果をチェックされる形になるのか

どうか。

○佐藤岳郎農林課長 これについてもですね、事業

の成果目標というものが設定されておりまして、こ

ちらもきちっとチェックがされて報告をするという

ことになっております。

○山田庫司郎委員 厳しく言えば、補助を出してい

る立場で言えば、単収の増加が見られなかったと、

こうなると補助金について戻してくださいっていう

ことはないんですねこれ。

○佐藤岳郎農林課長 基準年度というものがありま

して、令和４年度の基準に対しては令和８年度の目

標年度となっておりますので、それまでの間にこの

目標が達成できればということで。ただ、この期間

でですね、達成できなかった場合においても、すぐ

に補助金が返還というわけではなくて、例えば何か

そういう利用、やむを得ない事情があったとか、そ

ういった部分で報告をしていって、さらに毎年、延

長となるその報告の中で目標が達成できれば、よし

というふうになるということでございます。

○山田庫司郎委員 私は単収が上がらなかったから

返せという立場ではなくて、やっぱり、そういう制

度だとするんなら、やっぱりしっかり取り組みして

いただいて目的は単収の増加ですから、いろんな事

業も含めて対応しながらですね、その単収の増加を

目指すんだろうというふうに思いますから、４年か

けてぜひですね、そういう目的が達成されるよう市

のほうもですね、しっかり対策していただきたいと

思います。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次に、議案第１号令和５年度網走市一

般会計補正予算中、所管分、畑作振興対策事業、農

業経営基盤確立事業補助金について説明を求めま

す。

○佐藤岳郎農林課長 続いて、同じく議案資料１号

10ページを御覧願います。

令和５年度一般会計農業振興費、農業経営基盤確

立事業補助金の補正予算についてでありますが、

１．補正の理由及び内容につきましては、農業者が

行う営農基盤の確立や更なる発展を目的とした、農

業機械の導入に対して支援をするため、次の経費を

追加補正するものです。

事業内容といたしましては、国の農地利用効率化

等支援交付金を活用し、当市の作成する人・農地プ

ランに位置づけられる１経営体に対し、事業費の10

分の３以内、１事業主体当たり300万円を上限とし

て助成するもので、３番の事業実施主体別内訳表の

とおり、認定農業者が導入する馬鈴しょ倍土機の導

入経費、280万5,000円に対して、76万5,000円の助成

を行うものとなっております。

２．補正額につきましては、歳出、歳入ともに記

載のとおり、76万5,000円を補正するもので、財源

につきましては全額が、道補助金でございます。

説明については以上でございます。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、農林水産部関係は、全会一致により原

案可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定いたしました。

それでは、ここで理事者入替えのため暫時休憩い

たします。

午前10時40分休憩

午前10時41分再開

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。

次に、議案第１号令和５年度網走市一般会計補正
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予算中、所管分、価格高騰対策事業、地域応援商品

券事業について説明を求めます。

○中村幸平商工労働課長 議案資料１号、11ページ

を御覧ください。

令和５年度一般会計補正予算商工振興費、地域応

援商品券事業について御説明申し上げます。

１．補正の理由及び内容ですが、国の新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創成臨時交付金を活用し、

エネルギーや食料品等の物価高騰に対する生活支援

及び地域内の消費喚起を図るため、必要な経費を追

加補正するものでございます。

経費の内訳は、商品券、チラシの印刷費などが

363万4,000円、商品券配付に関する郵送料や事業周

知の広告料などが950万円、商品券配布に当たって

の封入作業、事業者登録、換金に関する事務などの

業務委託費として321万8,000円、使用された商品券

の換金交付金として２億4,500万円、事業費の合計

は２億6,135万2,000円でございます。

２．補正額（１）歳出予算は２億6,135万2,000円

で財源内訳は国庫補助金が１億3,096万8,000円、基

金繰入金が１億3,038万4,000円でございます。

（２）歳入予算は、記載のとおりでございます。

３．事業の概要ですが、金券額面１セット7,000

円の地域応援商品券を市民の方全員へ配付するもの

です。

配付については、世帯ごとの構成人数に応じたセ

ット数を郵送により配付するものでございます。商

品券の配付は７月中旬頃から順次行う予定をしてお

り、商品券の使用期間は、令和５年９月30日までの

概ね２か月間といたします。

説明は以上です。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○澤谷淳子委員 こちらようやく、市民お一人お一

人に、全員に7,000円の商品券ということで、前

回、全世帯に商品券のときは、はがきが郵送されて

引換えだったんですが、これは本当にダイレクト

に、お知らせとかせずにダイレクトに郵送ですね。

○中村幸平商工労働課長 送付の方法なんですけれ

ども、ダイレクトにまず商品券をお送りする。これ

については、ゆうパックを活用しての方式を取ろう

と思っております。そして、７月中旬以降の送付を

予定しているところなんですけれども、事前にこう

いった事業、こういったゆうパックでの送付が行わ

れますよといった周知を事前に全戸配付で行いたい

と考えております。

○澤谷淳子委員 事前に周知を全戸配付するという

のは、それはやはり、また郵送で文書のようなもの

を送るということですか。

○中村幸平商工労働課長 周知方法につきまして

は、郊外地区につきましては、市の広報紙に折り込

みをするほか、市内の市街地区につきましては、全

戸配布の折り込みを考えております。

○澤谷淳子委員 これが、使用期限が約２か月ぐら

いなんですけれども、前回のとき、全世帯の応援商

品券ときも２か月ぐらいだったんですけれども、ほ

とんどはけましたでしょうか。使われたんでしょう

か。実績はどうだったでしょうか。

○中村幸平商工労働課長 昨年の12月に行われまし

た全世帯向けの商品券につきましては、実際に引き

換えをされた方が88％程度、実際にそれを利用され

た方については90％以上、全体の中では、使用率と

しては９割を超えております。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○深津晴江委員 まず根本的には、市民の皆様には

大変ありがたい応援券かなというふうに思うんです

が、まず、金額が7,000円、１人7,000円っていう根

拠を教えてください。

○中村幸平商工労働課長 金券額面7,000円の考え

方でございますが、今回、国のほうから示されまし

た交付金が約１億3,000万円、これを１人当たりの

人口割にしますと約3,800円程度の金額がございま

す。そこをまずスタート地点といたしまして、ま

た、年間の家計の物価高騰などの影響などが第一生

命経済研究所のレポートなどを参考にいたしますと

年間で約１人当たり１万9,000円程度の値上がりで

はないかという見込みがございます。

これをひと月当たりにしますと約1,500円程度と

なってまいります。

影響緩和という点でございまして、これを例えば

２月分とした場合に、先ほどの１人当たりの金額と

合算いたしますと7,000円程度が妥当ではないかな

というところでの考え方でございます。

○深津晴江委員 いろいろと考えてのお値段、額面

だってことはわかりましたが、それが妥当かどう

か、市民に本当に届く、市としてしっかりと応援し

ますってところが届く金額かとなりますと、私とし

てはもう少し何とかならないか、決してこの物価高

今、９月までで終わるっていうふうに考えにくいの

でもう少し何とかならないかっていうふうには、市
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民の皆さんとしては思っていると思います。

あと、続けてなんですが、網走市は現在、デジタ

ルファースト宣言されているかと思いますが、全て

郵送ですとか、紙ベースで計画されていると思いま

すが、その点についてもう少しデジタル化できる部

分はなかったのかっていう御検討されたのか、お伺

いしたいと思います。

○中村幸一商工労働課長 商品券のデジタル化に関

する御指摘でございますが、その部分につきまして

は例えば、電子マネーですとかそういったものを活

用した形での交付というものも検討してきたところ

でございます。

ただ、利用範囲をどの程度地域の中での利用に収

めることができるかという点ですとか、年齢、世代

構成によって利用の仕方に差が出てしまうのではな

いかという部分がございましたので、今回につきま

しては、紙ベースでの実施とさせていただこうと思

っているところでございます。

○深津晴江委員 多分、今、御答弁いただいたとこ

ろを含めても、網走市のデジタルの宣言かと思いま

すので、紙ベースですといろいろな経費がかかって

おりますので、そこも含めて今後はぜひ、できる部

分についてはデジタル化、世代によっては可能な世

代もあるかというふうに考えますので進めていただ

ければというふうに思います。

はい、以上です。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○松浦敏司委員 今、深津委員のほうから7,000円

が本当に妥当かというようなお話、私もそう思いま

す。これからさらに電気料金も上がるというような

ことで、現実にこの春、賃金が上がったというふう

に言われていますけれども、しかし、現実にはその

賃金はこの物価高に追いついていないということ

も、明白になっているという中でやっぱり市民の暮

らしっていうのは相当大変になってきている。

そしてさらに、電気料が大幅に上がるというこ

と、そして、いわゆる、日常を消費する商品がま

だ、これから先上がっていくというようなこと、そ

んなことを考えたときに先ほど課長のほうから説明

ありましたけれども、それはそれとして一つの根拠

だと思うんですが、できればもっと上げて欲しかっ

たなというふうには、これは今さらどうにもなりま

せんけれども、そういうふうな印象を持つのと、そ

れで伺いたいのは１人7,000円ですから、３人家族

がいれば２万1,000円ということになる、一定の金

額になるとは思います。

それはそれとして、当然、市民の暮らし、同時に

これは商品券ですから町中で使うことによって、効

果が現れるものだというふうに思うんで、その点で

経済波及効果といいますか、このことによってどん

なふうな効果があるのかという、その辺どんなふう

な考え方を持ってやっているのか伺いたいと思いま

す。

○中村幸平商工労働課長 商品券を実施することに

よります地域経済への波及効果といった御質問かと

思いますが、昨年の12月に実施しました商品券事業

の際に利用者の方にアンケートを取らせていただい

ております。

その中では、総発行額が１億8,722万円、そのう

ち普段の買い物に使ったのは幾らでしょうかという

問いをしたところ１億5,900万円、商品券をきっか

けとして大きな一時的な買い物といいますか、それ

に合わせてしたよという買い物については5,500万

円程度、さらにそこに追加での現金を加えて買いま

したよといったものがプラスで2,700万円程度とい

うアンケートからの推計がございます。

その結果といたしましては、その経済効果として

トータルで２億1,400万円程度がその際にはお金と

して動いたのではないかというふうに捉えておりま

して、経済効果といたしましては、発行額の約1.14

倍程度が、あくまでもアンケートからの推計にはな

りますけれども想定されるところでございます。

それによりますと今回２億4,500万円の発行額、

これが100％仮に使用されたケース、さらにその場

合の1.14倍というようなところで数字を考えますと

約２億8,000万円弱、２億7,000万か２億8,000万円程

度の経済効果になるのではないかと見込んでおりま

す。

○松浦敏司委員 はい、わかりました。

少しでも、景気がよくなるように期待したいと思

います。

終わります。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 大変ありがたい事業だというふ

うに私も認識をしますが、何人かから出ている

7,000円の根拠も含めて説明があったんですが、こ

れは２億4,500万を7,000で単純に割り返すと３万

5,000人分の数になるんだろうというふうに思うん

ですが、今、当市の人口が３万3,000だろうという

ふうに私は認識をしているんですが、この2,000人
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多いっていうのは何か考え方があるのかどうか。

○中村幸平商工労働課長 セット数３万5,000セッ

トの根拠でございますけれども人口につきましては

積算時点で３万3,870人の人口に規模でございまし

た。

そこから出生、転入などの部分、またプラスの予

備分を含めましても３万5,000セットでの用意とい

うところでございます。

○山田庫司郎委員 ３万3,800いますか今。わかり

ました。

余裕を持つのは、確かに６月１日時点の市民であ

る人という限定ですよね。ですから６月２日に生ま

れた方は対象にならないと、こういう考えでいいで

すね。

○中村幸平商工労働課長 基準日の考え方でござい

ます。６月１日時点にまず網走市に住民登録がある

方、また、その後、使用期間内に基本的には出生さ

れた方、転入されてきた方についても対象としてい

きたいというふうに考えております。

○山田庫司郎委員 そうなりますと、７月の中旬ぐ

らいに各世帯に郵送したいとその時点ではもう把握

してなきゃならんわけでいつまでに生まれた方、住

民票移した方をカウントする考えでいるのか、これ

明確にしないと広告なりチラシ出したときに市民が

混乱すると思いますが、いかがですか。

○中村幸平商工労働課長 委員御指摘のとおり、基

準日、いつまでを対象とするのかというところにつ

いては、基準を設けないと非常に理解が難しくなる

という部分があるというのは承知しております。

一応、現時点での考え方といたしましては、転

入、出生について随時、把握をした上でそれぞれの

世帯に送るという作業を想定しております。その上

で利用期間のことも考えますと、一つの区切りとし

て８月末までの転入、出生については対象とした

い、さらにこの後はぎりぎりどこまで持っていける

かというふうな考え方をしております。

○山田庫司郎委員 基本的な考えということでなる

べく拾ってあげますという表現は別にしてですね、

対象者を増やしてやりたいという思いは伝わってき

ますから、８月いっぱいと。それで、７月に出した

時点で後でまた発生した場合については逐次、増え

た分は世帯に送るということでよろしいですね。

○中村幸平商工労働課長 委員おっしゃるとおり、

基本的に出生あるいは転入で網走市に新しく住所を

決められた方のところを把握した上で、一定の区切

りを持って送り込んでいきたいというふうに考えて

おります。

○山田庫司郎委員 それと９月30日までが期限とな

っています。これもいたずらに延ばすのがいいと私

も思っていませんが、実質９月30日で大丈夫なのか

どうかは原課としては、これは大丈夫だという判断

をしているんですね。

○中村幸一商工労働課長 使用期限につきまして

は、区切りをどこに設けるかという点についてはい

ろいろな考え方がございます。その上で、物価高へ

の影響を緩和するという点である一定期間のところ

を想定しておりますので、今回は９月の30日とさせ

ていただくイメージでおります。

○山田庫司郎委員 何人かが7,000円のお話もされ

ていました。私も区切りどころ１万にならんかとい

うふうに単純に思うんですが、そうなるとあと１億

必要になるんだろうというふうに単純に思うんです

よね。それで、ふるさと基金からきっと、一般財源

の部分は基金としてここに流用していると思うんで

すが、電気料金も上がりますと、これから。それと

ガソリンの今国が補填しているものもいつになった

らあの分もなくなるかとなると、ガソリンもまた非

常に心配の要素もございます。それと大変市民にと

ってありがたかった水道の基本料金の問題も２か月

で終わりますから、ですからこれはまだ私はですけ

れども、もう少し延ばしていただけると、水道部の

管轄ですからここで議論にはなりませんが、そうい

うものもトータルしていくと、私やっぱり7,000円

のベースでいいのかなというふうにちょっと思うん

ですが、ここは説明いただきましたから同じような

答弁になるかもしれませんがここは、増額は難しい

ということで再確認させていただきたいと。

○中村幸一商工労働課長 7,000円の考え方でござ

います。先ほども申し上げた形にはなりますが、国

から示されている交付金の総額が約１億3,000万

円、ここを基本としましてそこから積み増しをして

いくという考え方でございます。１人当たり3,800

円程度が国からの交付金の部分でございますが、そ

の上で物価高の影響というのが約ひと月当たりの

1,500円程度、また、電気料の値上げというのも６

月に行われたところでございます。

それに相まった形で、どこまで積みますかという

ところを検討した結果、今回について7,000円とい

うところを御提案させていただいているところでご

ざいます。
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○山田庫司郎委員 わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは次に、議案第１号令和５年度網走市一般

会計補正予算中、所管分、オホーツク網走マラソン

開催事業、オホーツク網走マラソン開催負担金につ

いて説明を求めます。

○井上博登観光課長 議案資料13ページを御覧くだ

さい。令和５年度一般会計観光振興費、オホーツク

網走マラソン開催負担金の補正予算について御説明

いたします。

補正の理由及び内容についてですが、オホーツク

網走マラソンの開催に対するスポーツ振興くじ助成

金、通称ｔｏｔｏの交付決定に伴い、その財源を補

正するものであります。

補正額についてですが、歳入では、諸収入、オホ

ーツク網走マラソン開催助成金としまして、800万

円の追加補正を行うものです。これに伴いまして、

一般財源の所要額が800万円の減額となります。

以上で説明を終わります。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それではお諮りします。

議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、観光商工部関係分は、全会一致により

原案可決すべきと決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします。再開は11時10分とい

たします。

午前11時00分休憩

午前11時10分再開

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。

次に、議案第１号令和５年度網走市一般会計補正

予算中、所管分、道路整備事業、市道改修事業につ

いて説明を求めます。

○村上雅彦都市整備課長 それでは、議案資料の14

ページを御覧ください。

令和５年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予

算、市道改修事業につきまして御説明をさせていた

だきます。

１の補正の理由及び内容でありますが、凍上など

により損傷した市道を改修するため、各種起債事業

を活用し、委託料、工事請負費の合計１億3,000万

円を追加補正するものであります。

対象路線につきましては、次ページ以降の15ペー

ジ、16ページに記載のある路線となります。

続きまして、２の補正額でありますが、（１）の

歳出予算につきましては、歳出予算の補正前の額が

１億5,000万円、補正する額が１億3,000万円、補正

後の額は２億8,000万円となります。財源内訳は、

補正額に対する市債１億2,140万円、一般財源860万

円となります。

（２）歳入予算につきましては記載のとおりとな

ります。

説明は以上です。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○深津晴江委員 まず根本的なところかもしれませ

んが、委託料を計上されておりますがこの委託料を

調査っていうお話だったんですが、調査をした上で

この計画が上がったかなというふうに思うんです

が、この委託料の意味を教えてください。

○村上雅彦都市整備課長 ここに計上させていただ

いております委託料につきましては、市道の内にで

すね、トラフ構造となっております排水設備がある

路線がたくさんあります。それら排水設備等を調査

して設計をさせていただくという内容で、委託料と

して計上させていただいているものであります。

○深津晴江委員 排水設備を調査のための委託料っ

ていうことなんですね。これから設計をしていくっ

ていう意味っていうふうに捉えてよろしいでしょう

か。

○村上雅彦都市整備課長 市道の台帳にはですね、

土工定規図はあるんですけれども、なかなかです

ね、排水の流末の構造の検討ですとか、そういうと

ころはなされておりませんので、そういうものを含

めた上で設計をさせていただいて、次年度以降に工

事に反映させていただくという内容になります。

今回計上している委託料につきましては、次年度

以降に工事を行うための委託料となっております。

○深津晴江委員 そのことについては了解しまし

た。

下の工事費っていうのは、既に調査が、設計が終

わった部分での事業費っていうふうに捉えてよろし

いでしょうか。

○村上雅彦都市整備課長 工事費につきましてはで

すね、既に現場等の調査等は、直営でも行える路線

等になりますので終わっているということになりま
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す。

○深津晴江委員 承知いたしました。

次になんですが、このたび、６路線の追加が提案

されておりますが、今現在何路線ぐらい、市民の皆

様などからの御要望、修繕の御要望が上がっている

のか教えていただきたいと思います。

○村上雅彦都市整備課長 都市整備課ではですね、

市民からの地域要望に加えまして、路面性状調査等

で道路の状態を把握して、優先順位等を各地域で設

定させていただいております。当課ではですね、令

和５年度から９年度までで42路線を当初計画として

考えていたところでありますが、今年度３月末から

４月上旬にかけまして緊急点検をさせていただき、

新たに15路線、追加した状態で今後の整備を行って

いく予定としております。

○深津晴江委員 全体的には、46路線が今のところ

上がっていて、その中で15路線のうちの今回は６路

線というふうに捉えてよろしいでしょうか。

○村上雅彦都市整備課長 当初計画していた路線以

外として15路線、今回、新たに緊急点検で工事が必

要というふうに判断をさせていただきまして、その

うちの６路線ということになります。

○深津晴江委員 緊急点検で15路線が必要だった、

そのうちの今回は６路線を補正で工事していきます

っていうふうに捉えてよろしいですか。

○村上雅彦都市整備課長 そのとおりでございま

す。

○深津晴江委員 それでは、緊急点検をして必要が

高かったほかの路線については、今後予算付けをし

ていくという考えでよろしいでしょうか。ただその

緊急ってなったときは、極力速やかに市民の皆様の

安全、事業者様の安全を考えたときには、極力速や

かに道路の補修をしていく必要があるかなというふ

うに思うのですが、いかがでしょうか。

○村上雅彦都市整備課長 道路の補修につきまして

はですね、道路自体に下水道ですとか上水道ですと

か、地下埋設物があります。それで、担当課とも調

整が必要な路線、今後、更新をする予定がある路線

等がありますので、それらの調整をした上での今回

は６路線というふうになります。

○深津晴江委員 ありがとうございます。

承知いたしましたので既に上がっています46路線

というところでは随時、補修に向けて予算の計上な

どをしていただければなというふうに考えておりま

す。

以上です。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○松浦敏司委員 今回は、緊急に急ぐ必要のあると

ころということだと思うんですが、網走において

も、やはり凍上で相当傷んでいる道路がかなり市内

にはあるというふうに私も感じていまして、特に今

年はその辺、ひどかったのかなというふうな思いも

あるんですが、原課として、市全体の多分、調査を

しているんだと思うんですけれども、そういう中で

今回のこのことについては、とりわけ大変な部分だ

というふうな形で認識してよろしいでしょうか。

○村上雅彦都市整備課長 緊急点検等で現地の調査

をさせていただいた上で、交通安全上必要があるよ

うな路線等につきまして、やはり既存予算プラスで

すね、補正予算を組ませていただいて対応したいと

いうふうに考えて今回上程しているところでござい

ます。

○松浦敏司委員 それで今後、これからも、このほ

かにもね、それに次ぐ、傷んでいる道路というのも

たくさんあるんだろうというふうに思うんですが、

現時点でどのぐらいの路線が今後、改修が必要だと

いうふうなのはどのぐらいあるんでしょう。

○村上雅彦都市整備課長 先ほども少し触れさせて

いただきましたけれども、令和５年度から令和９年

度までの都市整備課として工事を進めるべきだとい

うふうに考えている路線が42路線、今回の緊急点検

で15路線増えた状態となります。

○松浦敏司委員 はい、わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 今年は雪が少なかったせいなの

か別にしてですね、道路の傷みが非常に目立った年

だというふうに思っていますから、原課も含めて、

都市整備課もちろんですが、都市管理課のほうも大

変だと思うんです。今回、６路線ということで先ほ

どの質問の中で委託費の関係がちょっと触れられま

したけれども、この位置図からすると、つくしヶ丘

２丁目２号線が委託ってなっているんですが、先ほ

どの説明でいうといわゆるＵ字溝トラフの排水があ

る路線を全体、市の全体を見た中で調査したいとい

う、そういう答弁だったと思うんですが、これは、

つくしヶ丘２丁目線というのは調査だけして終わり

ということでいいです。

○村上雅彦都市整備課長 すみません。

つくしケ丘につきましてはですね、排水構造が道

路のセンター構造になっておりますので、先ほどト
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ラフという話でお話しさせていただいたところです

けれども、ちょっと認識が違いまして排水構造を

今、我々が今こうできないかと考えているのは、セ

ンター構造から一般的な両サイドに集水ますがある

構造に変えられないかなというふうには考えている

ところなので委託を出させていただいて、その辺

は、協議しながら設計していきたいというふうに考

えています。

○山田庫司郎委員 先ほどの答弁、私の認識が間違

っていたのかもしれない。

市内全域のＵ字溝で排水がある路線を全て調査し

たいというふうに聞こえたものですから、これはつ

くしヶ丘２丁目２号線に限定した調査委託というこ

とで設計も入っているんだと思いますが、そういう

ことでいいんですね。確かにあそこは真ん中に配水

があって勾配がセンターにいっていますからそれを

両勾配の普通の道路にしたいという考え方のようで

すので理解しました。

それで、今回も１億3,000万、補正で増やしていた

だきました。非常に網走市の財源がある程度よくな

ってきた状況が一つ、一時期よりはありますけれど

も、まだまだ大変な状況が一つある中でこうやっ

て、市債等一般財源を投入してですね、道路をして

いただくということは大変な決断に私は敬意を表し

たいと思うんですが、本当に単費という表現がいい

かは別にしてですね、単費を幾らか導入してやらな

ければ補助ばかりに頼っていると、道路の長寿命化

がやっぱり間に合わなくなりますんで、ぜひ原課の

ほうも含めてですね。その辺は今後も計画を持って

いるようですから、非常に財政が厳しい中での状況

でありますけれども、速やかなやっぱり整備をです

ね、ぜひ要望させていただきたいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次に議案第１号令和５年度網走市一般

会計補正予算中、所管分、公園整備事業、都市公園

等ストック再編事業について説明を求めます。

○村上雅彦都市整備課長 続きまして、議案資料の

17ページを御覧ください。

令和５年度一般会計、公園施設整備費補正予算、

都市公園等ストック再編事業の歳入歳出予算の補正

につきまして御説明をさせていただきます。

１の補正の理由及び内容でありますが、国の補助

金の減額に伴い、その財源を補正するものでござい

ます。

２の補正額でありますが、（１）の歳出予算につ

きましては、歳出予算の補正前の額が8,000万円、

補正する額及び補正後の額に変更はございません。

財源内訳は、補正額に対する国庫補助金4,000万円

を見込んでいたところではありますが、内示額

1,500万円となったことに伴いまして、国庫補助金

マイナス2,500万円、市債2,250万円、一般財源250

万円とするものでございます。

（２）の歳入予算につきましては、国庫補助金の

減額に伴い、国庫補助金補正後の額1,500万円、市

債5,850万円となります。

工事箇所につきましては、当初予算から変更はな

く次ページを御参照願います。

説明は以上となります。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、建設港湾部関係分は、全会一致により

原案可決すべきと決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定しました。

○井戸達也委員長 次に、議案第５号エコーセンタ

ー舞台照明設備改修工事請負契約の締結について説

明を求めます。

○小原功建築課長 議案資料41ページ、資料５号を

御覧願います。

議案第５号エコーセンター舞台照明設備改修工事

請負契約の締結について御説明いたします。契約の

内容でございますが、契約の目的につきましては記

載のとおりでございます。入札執行は令和５年５月

25日に指名競争入札にて実施いたしました。今回、

落札業者の丸茂電機株式会社札幌営業所と１億

5,950万円で契約を行うとするものでございます。

なお、工事完了予定日は、令和６年３月29日でご

ざいます。

工事の概要でございますが、工事施工箇所、工事

内容につきましては記載のとおりでエコーホール内

の舞台照明をＬＥＤ化するとともに調光操作卓を更

新するものでございます。

以上でございます。
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○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

○深津晴江委員 エコーセンターの舞台照明の工事

っていうのは大変、今後長い目で見たときに必要な

ことだと思っております。そこで質問なんですが、

指名競争入札ということなんですが、今回は何社入

札の希望があって丸茂電機さんに決まったのか教え

ていただければというふうに思うのですがいかがで

しょうか。

○小原功建築課長 今回の指名業者でございます

が、舞台装置などを専門としております２社に指名

をしたところでございます。

○深津晴江委員 そこで、こちらのほうが安かった

ということで入札したということなんですね。

はい、承知いたしました。

この工事に伴う市民の皆様の影響をお伺いしたい

んですが、完了の時期についてはお伝えいただいた

んですが、いつからいつまでこの舞台が使えなくな

るのかそういうのがありましたら教えていただきた

いと思います。

○小原功建築課長 現時点での工事の予定日といた

しましては、年明けの２月１日から３月29日までを

予定しております。

ただ、この間におきましても使える、早く終わる

ですとかそういったことがございますので、今後、

契約を結んだ後に業者と所管しております社会教育

課のほうと具体的な工事の日程を決めたいというふ

うに考えております。

○深津晴江委員 つきましては２月１日からは、し

ばらくの間は使えない可能性があるというふうに捉

えてよろしいでしょうか。

○小原功建築課長 そのように考えております。

○深津晴江委員 承知いたしました。

よろしくお願いいたします。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

○山田庫司郎委員 １点だけ確認させてもらいま

す。

予定価格が幾らだったかと落札金額で請負残が幾

ら出たのか、ちょっと報告してください。

○小原功建築課長 税込みで申し上げますが、予定

価格１億6,918万円、これに対しまして、落札価格

が１億5,950万円、落札率は94.28％でございます。

○山田庫司郎委員 はい、わかりました。

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第５号エコーセンター舞台照明設備改修工事

請負契約の締結については、全会一致により原案可

決すべきものと決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定しました。

ここで、理事者入替えのため暫時休憩いたしま

す。

午前11時31分休憩

午前11時32分再開

○井戸達也委員長 それでは再開いたします。

次に、議案第１号令和５年度網走市一般会計補正

予算中、所管分、庁舎整備事業、庁舎情報システム

移転整備事業について、債務負担行為補正も関連し

ておりますので、併せて説明を求めます。

○小松広典新庁舎開設準備室次長 議案資料の４ペ

ージを御覧願います。

令和５年度一般会計補正予算のうち、庁舎整備

費、庁舎情報システム移転整備事業の歳入歳出予算

の補正と債務負担行為の設定について御説明いたし

ます。

補正の理由につきましては、新庁舎への移転に当

たり、情報システムのクラウド化と移転準備作業を

行うための経費を追加補正しようとするものでござ

います。

なお、情報機器並びにクラウドシステムへの移行

に必要な備品については、北海道市町村備荒資金組

合と５年償還の譲渡契約により行うため債務負担行

為を設定しようとするものでございます。

事業の内容について御説明いたします。庁内の通

常業務で使用するシステム構築手段をこれまでの形

態からクラウドシステムへ移行し、業務の効率化を

図ろうとするものでございます。具体的な内容につ

きましては、現在の庁舎において現在のシステムと

並行してクラウド化した業務の運用ができるよう各

種調整をしながら、新庁舎と同様の環境を構築し、

庁舎移転時にスムーズに業務遂行できるようシステ

ム構築を進めようとするもので、後段の備荒資金の

令和５年度償還金74万1,000円を含む9,919万8,000円

の追加となります。

なお、新庁舎へ移設する住基系などの情報機器の

移転費用並びに新庁舎に新設するネットワーク工事

等につきましては、改めて予算案を提出、提案させ

ていただく予定としております。

補正額につきましては、歳出につきましては２の
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（１）補正額9,919万8,000円のうち、9,845万7,000

円が基金繰入金となり、歳入につきましては２の

（２）のとおりでございます。

債務負担行為の内容でございますが、無線ＬＡ

Ｎ、通信機器、グーグルワークスペースの利用ライ

センス５年分を含むＣｈｒｏｍｅ端末390台の整備

について、北海道市町村備荒資金を活用し整備する

ため令和６年度から令和９年度の償還について、１

億5,092万5,000円の債務負担行為を設定するもので

ございます。

議案資料５ページに移りまして、これらの事業概

要としまして、情報システムのクラウド化と移転準

備作業として9,845万7,000円、先ほど申し上げまし

た備品の整備としまして１億5,166万6,000円となり

ます。

説明は以上です。

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。

議案第１号令和５年度網走市一般会計補正予算

中、所管分、新庁舎開設準備室関係分は、全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

そのように決定いたしました。

ここで、理事者入替えのため暫時休憩いたしま

す。

午前11時36分休憩

午前11時37分再開

○井戸達也委員長 再開いたします。

次に、請願の審査を行います。

令和４年９月８日に開催された代表者会議、その

後の議会運営委員会において、議会先例、事例、申

し合わせ事項106として次のように取り扱うことが

決定されております。

（１）請願、陳情は、原則として付託された定例

会の委員会において、会期中に審査するものとす

る。

（２）上記に関わらず、閉会中継続審査とされた

請願、陳情は、原則として次回の定例会までに審査

を終了するものとし、それができない場合でも、付

託以後１年以内のいずれかの定例会において審査が

終了するよう努めるものとし、結審に至らない当該

案件は、審議未了として取り扱うものとすることに

なっております。

それでは、請願第１号2024年度地方財政の充実・

強化を求める意見書提出についての請願について、

審査をいたします。

この請願について、委員の皆さんの見解をお示し

いただいたいと思います。

○山田庫司郎委員 ぜひ採択の方向でお願いしたい

ということを前段申し上げながら、今、地方財政大

変厳しい状況だというふうに全国の自治体は考えて

います。ふるさと納税のいろんな部分というのは、

一つメリハリはあるのかもしれませんが、やっぱ

り、地方財政充実をしていただくということが地方

自治体の立場で最も基本な考え方だというふうに思

います。

ただ、国も非常に国債含めて借金がどんどん増え

ているということでですね、今回の岸田さんも子供

の対策についてもいろいろといい話をしていただけ

るんですが、裏づけの財源の話が全くまだ明らかに

なってないということも含めますと、非常に国も大

変な状況が一つありますけれども、やっぱり地方

が、自治体がやっぱりしっかりすることによって国

が成り立っているというふうに私は考えていますの

で、毎回、この地方財政の充実については、全議員

の最終的には理解を得てですね、採択しているとい

う経過も含めて、ぜひ、委員の皆さんに採択の方向

で御理解いただければと、こんなふうに思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○松浦敏司委員 今、山田委員からありましたけれ

ども、やはり地方財政っていうのは、そもそもが財

政力という点では小さいわけですから、しかし、

様々な国との関係でいっても、国の仕事を大いにや

っているというようなこともあります。

いずれにしてもこの地方財政をしっかりさせると

いう点では、国の支援がどうしても必要だし、さら

なる強化をということでありますので、私は当然、

この請願については採択すべきだというふうに考え

ます。

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。

○澤谷淳子委員 公明クラブの会派としてもこちら

は採択でお願いいたします。

やはり、地方自治体の自由な裁量で使える予算と

いうか、そういうものも大事でありますので、何と

かこの地方自治体の財政をしっかりさせていきたい
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と思っておりますので採択でお願いいたします。

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。

○立崎聡一委員 地方財政充実・強化なんですけれ

ども、地方財政やっぱりしっかりしなければならな

いということは、先ほど山田委員もおっしゃってい

ましたけれども、ふるさと納税の関係等もございま

すけれども、やはり国からの支援というのは、やは

り重要なんだろうなというふうに考えますので、こ

こは充実と強化ということをうたっておりますの

で、そこは賛同したいなというふうに会派で思いま

す。

○小田部照委員 私のほうからもこれについては当

然、当たり前のことが書かれておりますので全体的

には、総括的には採択の方向であります。

ただ一つ気になる点が記の８番、特別交付税の配

分に至ってはですね、これに対して減額措置を行わ

ないことというふうな明記されているところはちょ

っと若干、気になるところでありますが、総体的に

は採択の方向でよろしいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第１号2024年度地方財政の充実・

強化を求める意見書提出についての請願について

は、全会一致により採択すべきものと決定してよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定をいたします。

○井戸達也委員長 続きまして、請願第２号2023年

度北海道最低賃金改正等に関する意見書提出につい

ての請願について審査をいたします。

御発言ございませんか。

○澤谷淳子委員 こちらも会派としては採択にいた

します。ようやく2023年度、今北海道の最低賃金も

やっと900円を超えて920円。ここまでもだいぶ長か

ったんですけれども、本当に1,000円目指して何と

か北海道もそのようになっていけばいいと思ってお

ります。

採択でお願いいたします。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○山田庫司郎委員 今、澤谷委員からも貴重な意見

を頂いたというふうに思います。私もですね、ぜ

ひ、この最低賃金制度、1,000円って金額もありま

すけれども、そこを目指すのは別にしてですね、１

円でもやっぱり最低賃金を毎年上げていくと。皆さ

んご存知のように、非正規がもう2,100万人ぐらい

居るって話もありますから、年収が200万満たない

労働者が非常に多いということなると、そこをやは

り救済するのは最低賃金しかないだろうという私は

一つのやっぱり大きな目安になるっていうふうに思

いますので、ただ中小企業を含めて、賃金が上がり

ますと会社経営も非常にきつくなるということも一

つあって、ここの文面に今まであったんですが、中

小企業に対してものやっぱり対策をしっかりすると

いうことは、この文面の中にはありませんけれども

そういうことも視野に入れながらですね、今、国は

賃上げをやっぱり引き続きずっとやっていこうとい

う考え方を持っていますから、その一つの考え方と

して最低賃金制をやっぱりアップするということが

非常に大事だと思いますので、ぜひ採択の方向でお

願いしたいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○松浦敏司委員 私どもも、この請願には賛同した

いと思います。

これほど物価が高騰している中で最低賃金が

1,000円とありますけれども、それでも低過ぎるな

というふうに私どもは考えています。当然、中小企

業という点では、賃上げになれば最低賃金が上がれ

ばそれは経営に苦しくなると思います。だから、本

来でいえば、国がそこを支援していくというふうに

しなければならないというふうに思います。

なお、私ども日本共産党としては、大企業に500

兆円の内部留保があると、そこに一定の課税をする

ということによって、10兆円ほど財源も出ると、そ

れを中小企業の賃上げの分に振り向けるというよう

な方法も一つにはあるというふうに思いますが、そ

れはそれとして私どもの主張なんでそれは別とし

て、いずれにしても請願については採択すべきだと

いうふうに考えます。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○立崎聡一委員 最低賃金の意見書なんですけれど

も、本当に物価高騰等を考えるともっともなお話だ

ろうし、やっぱり最低賃金を上げてあげないとって

いうのは非常に思います。

ただ、経営者として考えたときに最低賃金が上が

ればやはり、それぞれ皆さんの経営に関してもどう

かなというふうに思います。元がひっくり返ってし

まえば、最低賃金も何もないという話もあります。

今までお二方いろいろとお話ありまして、国のほう

で中小企業に対してのというようなお話もありまし
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た。そこの部分は、経営者のほうの経営の部分につ

いてはまた、それはそれでまた考えるとして、最低

賃金のこの意見書については会派としても、そこは

通してというか、したほうがいいんじゃないかとい

う意見に達しましたので、採択したいなというふう

に思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○小田部照委員 この請願に関しては、1,000円以

上ということを目標に目指すというような文案にな

っておりますが、私としてはですね、1,000円以上

義務化の議論を検討していく、時期に来ているんだ

と個人的には考えておりますので、ぜひ採択の方向

でよろしいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

請願第２号2023年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書提出についての請願につきましては、全会

一致により採択すべきものとして取り扱ってよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定をいたします。

○井戸達也委員長 次に、それでは、続きまして

請願第５号あばしりまちづくり条例の制定を求める

請願についてを審査いたします。

この件について皆さんから御発言を願います。

○山田庫司郎委員 ３月議会の中の議論の中で継続

的な雰囲気でしたから、自動的に廃案ということに

一度手続的になったわけで、また再度提出があった

と、ここにも書いてあるように3,205名の署名も含

めてと、3,200となりますと、10人に１人の市民が

署名をしたというふうに考えてもよかろうとこんな

ふうに思うわけで、それで前回から私も主張してい

ますけれども、自治基本条例とまちづくりの基本的

な条例です。そういう意味で非常に私は議会サイド

もここにやっぱりしっかり関わるということになる

んだろうというふうに思いますが、ぜひ採択をして

ですね、理事者は今大変忙しい状況が一つあると思

いますが、すぐやるということにはこれ基本的には

２年３年かかるんだろうと私は思いますが、ぜひ、

まちづくり条例、この名前は別にしてこういう趣旨

のやっぱり条例をですね、網走市にも私は必要だろ

うとこんなふうに思いますので、今回は採択の方向

で御理解いただければと、こんなふうに思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○松浦敏司委員 私どもの会派としても、基本的に

は採択の方向でいいんではないかというふうに考え

ています。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○澤谷淳子委員 あばしりまちづくり条例というこ

とで、本当にこれですね、こちらに書いてあります

けれども、これを最高規範として網走のまちづくり

の市民も交えた、そういうことをやっていこうとい

う本当にすばらしいことが書いてあるんですが、や

はりきちんと条例ですので安易にやっぱり決められ

ないと思いまして、その中の具体的推進のところな

どを読みましても、市民委員で構成するものとする

ってなっているんだけれども、その市民委員も誰が

どのようにどうやって選ばれるのかとか、やっぱり

非常に曖昧ではいけないなという部分もあります。

また、この住民っていうか市民のどういう市民が

どういうことかっていうのも書いてあるんですけれ

ども、要するに住民票もなく、住民票は置いていな

いけれども、たまたま、こちら事業をなんていった

らいいでしょうか、ここに書いてあるとおりなんで

すけれども、要するにその不透明な部分があって、

これをなかなかこの採択してっていうのは、ちょっ

と厳しいなとは思っております。

本来、私たち議員は市民の選挙で選ばれてここに

いるわけでして、そしてまた、そういうまちづくり

の何かお話し合いが必要なものってのまちづくり検

討会とか、いろいろやる方法としてはあると思いま

すので、やっぱり議員とか市長は、地方公務員法と

公職選挙法にのっとって、もう有権者によって選ば

れたっていうことがありますので、やっぱその法に

のっとってきちんとそういう手続が踏まれていてこ

のようにあるので、このまちづくり条例は、私は必

要ないのではないかと思いまして、一応会派として

も不採択でお願いいたします。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○立崎聡一委員 うちの会派の中で話し合ったこと

でいきますと、昨年、年度末なるんです。３月にも

この話がありまして、いろいろとお話をしてきた経

過もございます。ただ、請願者の願意もよく理解で

きますし、もちろん全体的に読んでいくと非常にい

いことを書いてあるな、必要なことを書いてあるな

というところもありますが、まだまだちょっと違う

というか、私たちの会派としてはちょっと理解でき

ない部分もございますので、ここは請願者の方とも

うちょっとお話をしてみて、どういうふうになって
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いるのかもっと煮詰めていきたいなというふうに思

いますので、継続でお願いしたいと思います。

○井戸達也委員長 ほかに。

○小田部照委員 この条例の制定の請願についてで

すが、前回、審議未了となったものがまた、再度上

がってきたものだと認識しております。

これに関しては、元々、そもそも我々議会、議員

の皆様がですね、しっかりと二元代表制を正しく理

解し活動していれば、このような屋上屋のような、

条例要請というものは出てこないんだろうと私は考

えております。本来我々、議員がですね、市民の代

表であり、二元代表制をきちっとしておれば、この

ようなものは必要ないんだろうと私は認識しており

ますので、継続して検討させていただきたいと思い

ます。

○井戸達也委員長 現段階において全会一致を見て

おりませんので継続となりますが、山田委員、発言

ございますか。

○山田庫司郎委員 採択、不採択、継続ということ

ですから、まとまらないんだろうというふうに思い

ますが、ただ、もし委員の中で認識を、もし間違っ

ていたら大変失礼な言い方ですが、これは先ほど私

も言ったように、理事者は大変忙しいのだと思いま

すが、ぜひ理事者の方、これも請願は、これは採択

すればこのまま条例が通るということではないんで

す。これを目安に基本にして、しっかりしたやっぱ

り、これからも自治基本条例及びあばしりのまちづ

くり条例をやっぱり市民と、理事者そして議会も含

めた中でのまちづくり条例をしっかりつくっていこ

うじゃないか、そういう意味で理事者には大変申し

訳ないんですが、理事者の方にお願いをするという

請願内容なんですね、趣旨としては。

ですから、ここで採択したらこのまま条例が、こ

れが通っちゃうということではないので、先ほど私

が言ったようにこれは議会のこともこの中に触れて

います。議会は議会で基本条例を持っていますけれ

ども、このまちづくり条例の中に議会がどういう形

で関わっていくかということは議会でも議論をもち

ろんしなきゃならんというふうに思いますけれど

も、今回は継続なるんだろうと思いますが、ぜひ、

理事者には御面倒をかけますが、一度しっかり。津

別あたりは２年後につくりたいという町長も宣言を

したのも新聞に出ていましたけれども、いろんな自

治体ではやっぱりこれが基本だと、自治基本条例だ

という考え方でつくっている市も町もありますの

で、ぜひそういう方向でまた再認識いただければと

いうふうに思います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

それでは、請願第５号あばしりまちづくり条例の

制定を求める請願については、意見の一致を見なか

ったため継続審査すべきものとして決定してよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定をいたしました。

○井戸達也委員長 続きまして、陳情第１号国に対

し、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の延

期・見直しを求める陳情についてを審査いたしま

す。

この件について御発言を願います。

○松浦敏司委員 このインボイスの問題、私も一般

質問で何度か質問したことがありますが、いよいよ

このままで行けば、今年の10月からスタートすると

いうふうになると思うんですが、しかし依然として

フリーランスの人たちや中小零細業者、とりわけこ

の対象となるのは年間売上げが1,000万円以下の非

課税への消費税が非課税と免税されている業者、あ

るいは個人というふうになっているわけです。本

来、消費税を納めなくてもいいという人たちがこの

インボイス制度になることによって、消費税を納め

なければならなくなる。納めなくてもいい業者もい

るんですよ。それは領収書を発行しなくてもいいよ

うな業者。いずれにしても領収書を発行するとなれ

ば、このインボイスの登録番号というのがない領収

書は、ただの紙切れということになって経費になら

ないというふうなことを、そういう意味では、いわ

ゆる、小さな事業、小規模の事業者にとっては死活

問題というふうになっています。

そういう意味で、今なお多くの人たちが反対して

いるというのはそういうことからなんです。本来、

納めなくてもいい税金を納めざるを得なくなるよう

なことを思うとやっぱり正しくないというふうに思

います。

そういう意味でこのインボイス制度については、

取りあえず、もう少し延期してほしいという陳情で

ありますから、私はこれは採択すべきだと考えま

す。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○澤谷淳子委員 やはり、小さな事業者さんという

かそういうところは本当に、このインボイス制度自
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体も大変複雑ですし、今まで非課税だったところの

方も、課税されているところは当然登録はするんで

すけれども、非課税の方が登録しなくてはいけない

というのにハードルがあって、そこの理解がすごく

深まっているかというと、私も確かにもうちょっと

難しいかなと思います。

ただ、もともと、登録しないままでも事業が継続

されて10月１日からインボイス制度が始まっても、

登録はしなくても相手からは、だから逆に取引があ

んたのところしてないんだったら取引をやめるわっ

て言われちゃうかもしれませんけれども、そういう

いろんな、まだ確かに皆さんがよくわかってそれを

登録するしないを選択しているかというのはちょっ

とまだ、もうちょっと周知不足かなという面も否め

ないと思います。それで見直しをする必要はないと

思うんです。

やっぱり、これは仕入れと販売で不正も行われた

りするものを何とか正常にしたいということで、こ

の納税制度の本当に大事な部分だと思いますから、

インボイス制度自体は必要だと思いますので、見直

しはしなくてもいいんだけれども、延期はしてもい

いかなと現状の皆さんの理解っていうことで、延期

は必要かなと思いますので継続でお願いいたしま

す。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○山田庫司郎委員 私もですね、この制度は非常に

不公平感が出ている内容も一つあります。そういう

意味で、延期と見直しっていう陳情の内容です。そ

れで延期をするということは周知の期間が必要だと

なれば、これ延期する必要があると思いますが、や

はり内容をもう少し精査してですね、やっぱり不利

益を被らない、やっぱりフリーランス、個人事業者

にとってというのが非常にこれは大変な状況が一つ

生まれるわけですから、その辺をもう少しですね、

しっかり受け止めながら、制度の中身、改良点があ

れば、やっぱり私は改良をしながらという、そうい

う視点で延期していきたいと、こういう意味で私は

陳情に対しては賛成の意を表したいというふうに思

います。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○立崎聡一委員 インボイス制度自体について延期

と見直しを認める陳情なんですけれども、インボイ

ス制度、なかなか難しい問題なのかなというのは

前々から、松浦委員も一般質問されていましたの

で、僕も勉強させてもらいました。ただ国民として

納税の義務というのがございますので、そこは不公

平だとかっていうのではなくて、やっぱりそこをき

ちっとしなければいけないなというふうに思いま

す。

ただ、すごく勉強しているんですけれども、頭が

悪いせいでなかなか理解できないっていう部分もあ

ります。僕ら農業者なんかも、大多数の方がインボ

イス制度で、引っかかるという言い方をしたら変な

んですけれども、値するもんですから、当然、手続

を何かしなきゃいけないんですけれども、ただちょ

っと時期っていうことでいえばやっぱり、延期とい

うのは必要なんだろうなという、見直しはする必要

はないと思います。だからね、これ読んだときにう

ーんと思ったんですけれども、取りあえず継続とい

う形で取り進めるのが一番いいんじゃないかなとい

うことで、会派の中では話をしました。

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。

○小田部照委員 これに関しても様々な課題がある

ようですので、継続して審議させていただきたいと

思います。

○井戸達也委員長 それでは、陳情第１号国に対

し、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の延

期・見直しを求める陳情につきましては、全会一致

を見ておりませんので、継続審査すべきものと取り

扱ってよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたしました。

それではですね、請願１号、２号につきましては

採択となりましたので、ただいま意見書案を配付い

たしますので、そのままお待ちください。

暫時休憩とします。

午前０時04分休憩

午前０時07分再開

○井戸達也委員長 それでは再開いたします。

意見書案の内容を確認していただきたいと思いま

す。

よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第１号2024年度地方財政充実・強

化を求める意見書提出についての請願、請願第２号

2023年度北海道最低賃金改正等に関する意見書提出

についての請願については、委員長名により委員会

として意見書案を本会議に上程し、意見書の提出先

は地方自治法第99条の規定に基づき、関係行政庁に

提出することにいたしますが、それでよろしいでし
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ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それではそのように決定をいたします。

ここで、理事者退席のため暫時休憩いたします。

午前０時08分休憩

午前０時09分再開

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。

次に、農作物の作況調査の実施についてでござい

ます。

今年度の作況調査の実施について協議を願いま

す。

まず先に、「作況調査を実施するか否か」協議を

していただきたいと思います。

○松浦敏司委員 相手方もいるのでどうこう、いつ

っていうことは言えませんけれども、相手方との調

整をしながら、実施すべきだと考えます。

○井戸達也委員長 ありがとうございます。

賛成という意見がございましたので、今年度の作

況調査を実施するということで、相手がいるという

ことでございますので、例年でありますと８月の頭

に実施しておりましたけれども、今年度につきまし

ては麦が始まり、繁忙期ということと時期的にサク

ランボ狩りが終わりかけておりますので、可能であ

れば７月中旬頃に日程調整するようにしたいと思い

ます。

それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、委員外議員の参加を認めるか否かについ

て、御発言を願いたいと思います。

○松浦敏司委員 認める方向でよろしいかと思いま

す。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○井戸達也委員長 それでは異議なしということで

ございますので、委員外議員の参加を認めるという

ことで決定をいたします。

それでは、次にですね、行政視察についてでござ

います。

今年度の行政視察について協議を願います。

まず、行政視察を実施するか否か御発言をいただ

きたいと思います。

○松浦敏司委員 やるという方向でよろしいかと思

います。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

○井戸達也委員長 賛成ということでございますの

で、この件については実施をするという形を取りた

いというふうに思います。

日程、視察項目、そして視察先など協議をする必

要がございますけれども、今現時点において皆さん

案をお持ちであれば御発言いただきたいと思います

が、よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

時期もございますが、、その辺についても、まず

は持ち帰っていただいて、視察項目等はですね、事

務局を通じてお知らせいただきたいというふうに思

いますが、一定の……。

○山田庫司郎委員 ただ、改選期は秋だというふう

に思いますが、大体の日程を決めないと、そこから

逆算していつまでに調査項目等、どこの調査地をい

つまで上げてくれっていう話をしたほうがいいんじ

ゃないかと思うんです。10月か11月だと思いますけ

れどもね。

○井戸達也委員長 ありがとうございます。

例年通りですね、改選期は10月の実施ということ

で予定を組み立てております。

日程等の逆算をしていくとですね、７月上旬ぐら

いを……行政視察については10月、そして日程調整

予定などと視察項目、場所については、７月上旬ぐ

らいをめどに。いい案があれば、ぜひ事務局のほう

に申し出ていただいて、最終的にまた委員会で決定

したいと思いますが、そのような形でよろしいでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。

全体を通して、各委員から何かございませんでし

ょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければこれで、総務経済委員会を終了いたしま

す。

午後０時11分閉会


